
松阪地域定住自立圏共生ビジョン 

～新たな共生、新たな価値～ 

≪第二次≫

（案）

令和 2年  月 策定 

松阪市 

資料１





目次 

１ 定住自立圏共生ビジョンにおける基本的事項 
（１） 定住自立圏共生ビジョンの策定趣旨・・・・・・・・・・・・・・ 1 
（２） 定住自立圏及び形成市町の名称・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 
（３） これまでの経緯・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 
 （４） 定住自立圏共生ビジョンの期間・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 

２ 圏域の概況 
（１） 各市町の人口と面積・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 
（２） 各市町の位置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 
（３） 圏域を構成する市町の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3～4 

３ 圏域の将来像 
 （１） 圏域の現状と主な課題・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5～7 
 （２） 圏域の将来像・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8 
（３） 市町の役割分担・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9 
（４） ＰＤＣAサイクルの構築・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10 

４ 定住自立圏形成協定に基づき推進する具体的取組 
 （１） 取組内容・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11 
 （２） 連携項目に係る基本目標・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12～1３ 
Ⅰ 生活機能の強化に係る政策分野 

   １．医療 
    （１）救急医療体制の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14～17 

（２）健康づくり事業の充実・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18 
   ２．福祉 

（１）児童福祉（子育て支援）の充実・・・・・・・・・・・・・・ 19 
（２）高齢者福祉の充実 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20～22 

   ３．教育 
（１）生涯学習活動・人権教育の推進・・・・・・・・・・・・・・ 23 

   ４．産業振興 
（１）企業間連携・誘致の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24～25 
（２）就労支援・雇用の促進・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26 
（３）地域資源を活用した地場産品の振興・・・・・・・・・・・・ 27 

   ５．環境 
（１）環境の保全・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28 

   ６．防災 
（１）広域防災体制の整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29 

Ⅱ 結びつきやネットワークの強化に係る政策分野 
１．地域公共交通 
（１）地域公共交通網の連携・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30 

   ２．交通インフラの整備 
（１）道路網の整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31 

   ３．地域内外の住民との交流・移住促進 
（１）地域づくり団体の活性化・・・・・・・・・・・・・・・・・ 32 
（２）移住・関係人口の増加（移住促進）・・・・・・・・・・・・ 33 
（３）交流人口の増加（観光戦略の広域化）・・・・・・・・・・・ 34 

   ４．地域情報の発信 
（１）地域情報の発信・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 35～36 

Ⅲ 圏域マネジメント能力の強化に係る政策分野 
   １．圏域内市町の職員等の交流 

（１）職員育成・交流の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 37 



１ 定住自立圏共生ビジョンにおける基本的事項 

（１）定住自立圏共生ビジョンの策定趣旨 

定住自立圏共生ビジョンは、定住自立圏構想推進要綱（平成20年 

総行応第39号）及び定住自立圏形成協定に基づき、定住自立圏全体 

で人口定住のために必要な生活機能を確保し、地域の活性化と発展を 

図るため、圏域が目指す将来像及びその実現のために必要な具体的取 

組等を明らかにするものです。 

また、本共生ビジョンは、圏域の定住自立圏構想の取組の推進にあ 

たり、総務省をはじめ、国の各府省の支援の根拠となる計画です。 

 （２）定住自立圏及び形成市町の名称 

【定住自立圏の名称】 

松阪地域定住自立圏 

【圏域を形成する市町の名称】 

松阪市、多気町、明和町、大台町 

 （３）これまでの経緯 

     平成２３年１０月 松阪市が定住自立圏構想推進要綱に基づく中心市宣言 

     平成２７年 3月 松阪地域定住自立圏形成協定締結 

平成２７年１０月 松阪地域定住自立圏共生ビジョン策定 

平成２９年 ５月 松阪地域定住自立圏共生ビジョン変更 

（４）定住自立圏共生ビジョンの期間 

令和 2 年度から令和 6 年度までとし、毎年度所要の変更を行います。 
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２ 圏域の概況 

（１）各市町の人口と面積 

市 町 名 人 口（人） 面 積（ ） 

松 阪 市 163,863  623.58  

多 気 町 14,878  103.06  

明 和 町 22,586  41.04  

大 台 町 9,557  362.86  

圏域の合計 210,884  1,130.54  

※人口は平成27年国勢調査、面積は平成30年全国都道府県市区町村別面積調の数値を用いています。 

（２）各市町の位置 
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（３）圏域を構成する市町の概要 

         松阪肉               松坂城跡             氏郷まつり 

      クリスタルタウン       高校生レストラン「まごの店」        農山村の風景 

松阪市 
<将来像> 

ここに住んで良かった・・・  

みんな大好き松阪市 

松阪市は、三重県のほぼ中央に位置し、東は伊勢湾、西は台高山脈と高見山地を

境に奈良県に接し、総面積は三重県全体の 10.8％を占めています。蒲生氏郷の松

坂開府により、さまざまな街道が合流する要衝のまちとして栄え、松阪商人の三井

高利、国学者の本居宣長、北海道の名付け親といわれる松浦武四郎など、多くの偉

人を輩出してきました。また、松阪牛は世界に認められたブランド牛として多くの

人に知られています。 

多気町 
<将来像> 

つながる力 ふれあう心 共につくる 

“ええまち”多気町 

多気町は、伊勢平野の南端部、松阪市と伊勢市の中間に位置する農山村で、年間

を通じて比較的温暖で過ごしやすい気候です。「多気」とは、多くの命を育む場所、

命を支えるのは食であることから、たくさんの食べ物が豊富に採れる場所という意

味があり、古くから農業が盛んで、多気町特産の伊勢いも、多気町発祥の前川次郎

柿、松阪牛など、たくさんの特産品が生産されています。 

その土地の気候風土、習慣、歴史、伝統等によって育まれる食材と食文化を次世

代に繋げていきます。 
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       斎王まつり            大淀祇園祭            斎宮跡 

   日本三大渓谷大杉谷（シシ渕）  大台茶           五身懸祭り（川添神社）

明和町 
<将来像> 

歴史・文化と自然が輝き、快適でこころ豊かな「和」のまち

明和町は、松阪市、伊勢市、多気町、玉城町に接し、東西には国道23号線と県

道37号線が横断し、南北には明和中央線が縦断しています。北部には伊勢湾に面

して大淀海岸、下御糸海岸があり、ひじきや貝などの水産業が営まれており、町全

体では稲作を中心とした農業が盛んな地域となっています。また、国史跡「斎宮跡」

では、平成 27 年 4 月に「祈る皇女斎王のみやこ 斎宮」が日本遺産に認定され、

平成27年 9月には斎宮の平安時代の実物大復元建物を含む「さいくう平安の杜」

が完成しました。 

大台町 
<将来像> 

自然と人びとが幸せに暮らすまち 

大台町は、大台ヶ原を源とする清流日本一の宮川が町の中央を東に流れ、源流部

は国立公園、居住部は県立自然公園に、また町全域が大台ケ原・大峯山・大杉谷ユ

ネスコエコパークに指定された自然豊かな町です。古くは伊勢神宮への御用材の奉

献、熊野古道や伊勢国司北畠氏史跡といった歴史や文化遺産も有します。紀勢自動

車道大宮大台 I.C の開通により交通の利便性も向上し、自然資源を活用した体験レ

ジャーの造成や農泊の推進、道の駅奥伊勢おおだいを拠点とする農産物の流通な

ど、地域資源を活用した経済の活性化に取り組んでいます。 
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３ 圏域の将来像 

（１）圏域の現状と主な課題 

① 人口の高齢化と人口減少 

 人口の高齢化と人口減少が地域の抱える喫緊の課題として言われるようになってから、

これまでに数多くの取組が考えられてきました。しかし有効な手立てが見つからないなか、

人口の高齢化と人口減少が地域社会におよぼす影響は、その深刻度を次第に増してきてい

ます。 

 国立社会保障・人口問題研究所による2018年の推計を見ると、圏域の総人口は2040

年に約 17 万人まで減少する図表１と推計されています。同研究所の 2013 年の推計では、

2040 年の圏域の総人口は約 17 万４千人と見積もられていましたので、圏域の人口減少

は加速するものと推計図表２されています。 

※国立社会保障・人口問題研究所 『日本の地域別将来推計人口』（2013 年・2018年推計）を用い作成 。 

区分 市町名 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年

松阪市 21,450 20,067 18,333 17,043 15,945 15,172 14,387

多気町 1,905 1,806 1,595 1,462 1,336 1,224 1,128

明和町 3,042 2,791 2,534 2,333 2,144 2,002 1,860

大台町 987 826 672 563 466 385 321

計 27,384 25,490 23,134 21,402 19,892 18,784 17,696

2013年の推計 27,657 25,432 22,892 20,804 19,524 18,631 18,631
13.0% 12.5% 11.8% 11.4% 11.1% 11.0% 11.0%

松阪市 96,385 90,731 86,181 81,126 75,688 68,490 63,355

多気町 8,280 7,584 7,152 6,661 6,142 5,481 4,939

明和町 12,981 12,182 11,512 10,872 10,189 9,149 8,418

大台町 4,767 4,101 3,580 3,149 2,747 2,338 1,964

計 122,413 114,598 108,425 101,809 94,766 85,457 78,676

2013年の推計 123,362 117,073 112,103 106,609 99,793 90,768
58.0% 56.1% 55.2% 54.2% 52.9% 50.3% 49.0%

松阪市 46,028 48,277 48,900 49,176 49,323 50,554 49,637

多気町 4,693 4,907 4,894 4,799 4,741 4,769 4,646

明和町 6,563 7,035 7,244 7,315 7,329 7,559 7,403

大台町 3,803 3,803 3,664 3,410 3,160 2,917 2,653

計 61,087 64,022 64,701 64,699 64,552 65,798 64,339

2013年の推計 61,243 63,591 63,903 63,777 63,719 65,092 65,092
29.0% 31.4% 33.0% 34.4% 36.0% 38.7% 40.0%

松阪市 163,863 159,075 153,415 147,345 140,956 134,216 127,379

多気町 14,878 14,297 13,641 12,922 12,219 11,474 10,713

明和町 22,586 22,008 21,290 20,521 19,662 18,709 17,681

大台町 9,557 8,730 7,916 7,122 6,372 5,640 4,938

計 210,884 204,110 196,261 187,910 179,209 170,039 160,712

2013年の推計 212,262 206,096 198,898 191,190 183,036 174,491

年少人口
（0～14歳）

生産年齢人口
（15～64歳）

老年人口
（65歳以上）

合計

【図表1】市町別年齢３区分人口数の推移（国立社会保障・人口問題研究所　2018年推計）
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※国立社会保障・人口問題研究所 『日本の地域別将来推計人口』（2013 年・2018年推計）を用い作成 。 

 また、同研究所の推計によると、圏域の高齢化も高まっていきます。圏域全体の総人口に

占める老年人口（65歳以上人口）が占める割合は、2045年に約40％に達すると推計さ

れています。多気町、明和町、大台町の老年人口比が40％を超え、大台町は約54％に達

すると推計図表３されています。 

 さらに、圏域の人口動態でもう一点考慮すべきは、圏域全体で減少している１世帯あた

り人口です。松阪市を例に見ますと図表4、2005年の１世帯あたり人口が2.74人でした

が、2015年には2.56人まで減少しました。減少の理由についてはより詳細な検討が必

要ですが、１世帯あたり人口の減少は、地域に新たな課題をもたらすと言われています。

人口の高齢化と同時に１世帯あたり人口の減少が進むことは、高齢者の単身世帯や夫婦の

み世帯が増加し、単に人数が増加する以上に地域の医療や福祉のニーズが高まっているこ

とが懸念されます。 

② 生活ニーズの高まりと多様化

 人口の高齢化と人口減少が進むことで地域課題が生じ、人々が安心して暮らしていくた

めに必要な生活ニーズが高まり多様化していきます。 

【図表３】　全人口に占める老年人口比
市町名 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年
松阪市 28.09% 30.35% 31.87% 33.37% 34.99% 37.67% 38.97%
多気町 31.54% 34.32% 35.87% 37.14% 38.80% 41.56% 43.37%
明和町 29.06% 31.97% 34.02% 35.65% 37.27% 40.40% 41.87%
大台町 39.79% 43.57% 46.28% 47.87% 49.59% 51.72% 53.73%
計 28.97% 31.37% 32.97% 34.43% 36.02% 38.70% 40.03%
※国立社会保障・人口問題研究所『日本の地域別将来推計人口』（2018年） の数値を用いて作成。

【図表4】 （単位：人口/世帯数)

市町名 松阪市 多気町 明和町 大台町 圏域合計
2005年 2.74 3.06 3.24 2.77 2.81
2010年 2.64 2.92 3.08 2.67 2.70
2015年 2.56 2.88 2.93 2.53 2.62

※平成25年・令和元年三重県市町要覧を用いて作成

1世帯あたり人口 

6



人口の高齢化によって、ますます医療や福祉サービスに対するニーズが高まっていくと

予想されます。三重県地域医療構想によると松阪区域※１の総人口は減少傾向にありますが、

高齢者人口の増加により、入院患者数については、令和7（2025）年頃までは増加するこ

とが予測されます。医療ニーズは後期高齢者へのシフトが進行することから、急性期医療だ

けではなく、回復期や慢性期医療、さらには在宅医療や介護サービスに関しても将来的にニ

ーズが増加することが予測されます。地域医療の担い手である医師の高齢化や介護の担い

手不足も予想されるため、圏域における今後の医療・福祉サービスの供給体制を検討してい

く必要があります。 

 また、人口減少は地域の市場規模の縮小をもたらします。その結果、地域の商店の閉店や

撤退、そして公共交通機関の機能の弱体化といった、地域の人々の生活基盤となる社会イン

フラの減退が問題になっています。このように、圏域で人々が安心して暮らしていくために

必要な生活機能のニーズは、これまでになく多様になってきています。 

※１.大紀町を含む。 

③ 求められる“新たな共生”  地域に根ざした取組の必要性 

 人口の高齢化と人口減少によって高まり多様化する生活ニーズに応え、人々の生活機能

の維持・強化を図るためには、地域の実態や特徴に着目した取組と、圏域全体を視野に入れ

た取組の両方を検討することが必要です。 

 人口の高齢化と人口減少は、個人そして世帯の生活機能を弱めるだけではなく、地域の人

びとのきずなや協働を生み出す地域の力（社会関係資本「ソーシャル・キャピタル」と呼ば

れています）をも弱めることが指摘されています。人口の高齢化等によって高まるニーズに

応える生活基盤を形成するためには、これまで以上に地域の現状と特徴に沿った取組が求

められています。 

 他方で、人口の高齢化と人口減少によって、買い物困難や地域交通の問題といった生活基

盤となる社会インフラ等の脆弱化が問題になっています。しかし、人口の高齢化と人口減少

は同時に、地方財政の減少と地域市場規模の縮小をももたらすため、市町が個々にこれらの

社会インフラ等にかかわる地域課題に取り組むことは困難になりつつあります。こういっ

た課題に対しては、人々の生活行動の実態を考慮しつつ、圏域市町が相互の結びつきとネッ

トワークを形成し、協働体制により事業を計画立案する体制を構築し強化していくことが

求められています。 

 また、近年、震災や豪雨災害などが頻発し、防災の取組の重要性が強く認識されてきてい

ます。広域での備えの必要性が求められていることは言うまでもありません。しかし同時

に、人口の高齢化が進み、１世帯あたり人口が減少していることを考慮すると、世帯の自助

の力や地域の絆といった互助・共助の力などの地域の防災の力を維持し高める取組が求め

られているものと思われます。 

 また、産業振興や観光促進といった圏域の経済的取組においても、地域に根ざした広域的
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取組という新たな共生の視点が求められています。移住してきた方々が定住する上で、地域

との共生が課題になることがあります。 

地域の特性を生かした観光振興や民泊などに取り組む上でも、地域に暮らす住民との共

生が課題になっています。これまでも移住促進の取組や観光振興の取組などが進められて

きました。これらの圏域の振興を目指した取組をさらに効果あるものにするためには、地域

との共生に考慮することが求められています。 

（２）圏域の将来像 

 定住自立圏構想は、「地方圏において、安心して暮らせる地域を各地に形成し、地方圏か

ら三大都市圏への人口流出を食い止めるとともに、三大都市圏の住民にもそれぞれのライ

フステージやライフスタイルに応じた居住の選択肢を提供し、地方圏への人の流れを創出

すること」を趣旨にしています。そしてその目的のために、「地方への民間投資を促進し、

内需を振興して地域経済を活性化させるとともに、分権型社会にふさわしい、安定した社会

空間を地方圏に創り出すこと」が期待されています。 

①  圏域の社会人口動態の特徴 

 出生と死亡によって生じる人口の自然増減と、圏域からの転入転出によって生じる社会

増減をあわせた全体としての圏域の人口増減は、【図表１】に見られるように、2015 年

の 210,884 人から 2040 年の 170,039 人へと 40,845 人減少すると推計されていま

す。 

 定住自立圏構想の趣旨にもとづいて圏域の将来像を考えるため、圏域の社会増減につい

て検討したのが【図表５】です。この表からわかるように、2018年の圏域の人口は、295

人の転出超過となっています。各市町別に傾向を見ると、松阪市や明和町、大台町は30歳

代の年齢層で転入超過となっています。半面、10歳代、20歳代の年齢層で大幅な転出超

過の傾向があることがわかります。 

 年齢層別に圏域人口の社会増減を見ると、20歳代・30歳代の年齢階層で転入・転出と

もに大きな人口移動が生じていることが圏域の特徴です。例えば松阪市に見ると、20歳代

で 155 人の転出超過となっていますが、転入者が 1,627 人そして転出者が 1,782 人と

いう人口移動が見られます。 

 圏域の将来像を検討する上で、この20歳代・30歳代の人口の社会移動の実態をより詳

細に把握することが重要だと考えられます。 
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【図表５】圏域内年齢階層別社会移動 

※住民基本台帳人口移動報告（外国人を含む） 平成30年（2018年）を用い作成

②  今後の取組と目標 

 「松阪地域定住自立圏」は、松阪市、多気町、明和町、大台町の１市３町で形成されてい

ます。本圏域の１市３町は、これまでに経済、社会、文化、生活等において密接な関係を築

いてきました。今後も圏域市町が有する都市機能の維持・増進をめざします。 

また、本圏域内において新たな複合商業施設や宿泊施設などの開業の予定があり、雇用や

交流の場を生み出すことが期待されています。このような新たな地域資源や既存の魅力的

な地域資源を活用し、本圏域ならではの特色ある取組を進め、多くの人が移住・定住し続け

る圏域をめざします。特に、人口の社会移動が多い20歳代・30歳代の年齢層の移動実態

について把握することに努め、より効果的で特色のある取組を構築することを目指します。 

 取組を進めるにあたっては、「定住自立圏形成協定」に基づき推進していきます。主な取

組内容としては、圏域の課題を整理し、「生活機能の強化」、「結びつきやネットワークの

強化」、「圏域マネジメント能力の強化」の３つの視点に立ち、人口定住の促進に努めます。 

 なお、具体的な取組については、４章の定住自立圏形成協定に基づき推進する具体的取組

に記載します。 

また、本圏域の市町の取組を通じて、圏域内における中長期的な圏域人口、高齢化率を下

表のとなる構成を目標とします。 

市町村名 年齢層 転出者数 転入者数 転入超過数 市町村名 年齢層 転出 転入 転入超過数
松阪市 0-9 462 399 -63 明和町 0-9 61 112 51

10~19 354 224 -130 10~19 45 34 -11
20~29 1782 1627 -155 20~29 235 224 -11

1011 1021 10 154 205 51
505 463 -42 46 61 15
278 282 4 38 35 -3

60歳以上 277 321 44 60歳以上 48 52 4
計 4669 4337 -332 計 627 723 96

市町村名 年齢層 転出 転入 転入超過数 市町村名 年齢層 転出者数 転入者数 転入超過数
多気町 0-9 22 42 20 大台町 0-9 16 20 4

10~19 36 25 -11 10~19 21 13 -8
20~29 145 116 -29 20~29 98 70 -28

92 76 -16 43 49 6
35 43 8 22 21 -1
15 18 3 13 11 -2

60歳以上 27 26 -1 60歳以上 40 36 -4
計 372 346 -26 計 253 220 -33
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2010 年(H22) 2015 年(H27) 2020 年(R2) 

〔目 標〕 

2025 年(R7) 

〔目 標〕 

2040 年(R22) 

〔目 標〕 

圏 域 人 口 216,704 210,884 207,655 202,696 187,880 

人

口

内

訳

松阪市 168,017 163,863 161,526 157,778 146,138 

多気町 15,438 14,878 14,584 14,189 13,038 

明和町 22,833 22,586 22,300 22,022 21,339 

大台町 10,416 9,557 9,245 8,707 7,365 

高 齢 化 率 25.6% 29.0% 30.4% 31.3% 34.6% 

※「圏域人口」は、2010年（H22)、2015年（H27）は国勢調査結果による。2020年（R2)以降は、松阪市、多

気町、明和町、大台町それぞれの第一期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」で示された人口ビジョンの将来展望

人口の合計。 

※「高齢化率」は、総人口における老年人口（65歳以上）の割合。2010年（H22）、2015年（H27）は国勢調査

結果による。2020 年（R2)以降は、松阪市、多気町、明和町、大台町それぞれの第一期「まち・ひと・しごと創

生総合戦略」で示された人口ビジョンにおける将来展望人口の老年人口に基づく割合。 

（３）市町の役割分担 

松阪地域定住自立圏形成協定に基づき推進する具体的な取組については、実施できる事

業から着実に実行していくものとします。 

時代のニーズや社会情勢の変化に対応すべき施策等については、松阪地域定住自立圏共

生ビジョン懇談会の意見をもとに、１市３町の協議を経て内容等を見直し、圏域市町で連携

した取組を実施していきます。 

中心市である松阪市は、圏域全体を視野に入れ、定住に必要な都市機能の整備・提供や生

活機能の確保・充実に努め、圏域全体の活性化と圏域住民が安心して暮らせる魅力ある圏域

の形成を図っていきます。 

また、近隣町においても、生活機能の確保・充実に努めるとともに、それぞれが有する地

域資源を活かした振興策に取組、圏域の魅力づくりと一体感の醸成に向け、それぞれが役割

を果たすものとします。 

（４）PDCAサイクルの構築 

共生ビジョンに位置付けられる取組については、成果を定量的に把握できるよう取組ご

とに「重要業績評価指標（ＫＰＩ）」を設定し、取組の進捗管理を行います。 

具体的には、毎年度ＫＰＩの達成状況等を把握することにより、それぞれの取組の成果を

検証し、取組の継続的な改善につなげるＰＤＣＡサイクルを構築します。また、共生ビジョ

ンを見直すにあたっては、外部の視点である共生ビジョン懇談会を開催し、同様の視点で取

組の成果を検証し、その結果を反映させるものとします。 
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４　定住自立圏形成協定に基づき推進する具体的取組
（１）取組内容

◆生活機能の強化に係る政策分野

◆結びつきやネットワークの強化に係る政策分野

◆圏域マネジメント能力の強化に係る政策分野

政策分野 連携項目 事業

医療 救急医療体制の推進 一次救急医療体制事業

休日夜間応急診療所管理運営事業

病院群輪番制病院運営費補助金事業

小児救急輪番制運営事業補助金事業

健康づくり事業の充実 保健衛生業務推進事業

福祉 児童福祉（子育て支援）の充実 病児・病後児保育運営委託事業

高齢者福祉の充実 「徘徊ＳＯＳネットワークまつさか」広域化事業

教育 生涯学習活動・人権教育の推進 人権推進事業

介護認定審査会運営事業

防災 広域防災体制の整備 広域防災体制整備事業

産業振興 企業間連携・誘致の推進 松阪地域製造業者交流セミナー開催事業

産業経済人交流事業

就労支援・雇用の促進 障がい者雇用促進事業

地域資源を活用した地場産品の振興 地場産品振興事業

環境 環境の保全 不法投棄防止監視パトロール事業

地域公共交通 地域公共交通網の連携 地域公共交通網形成促進事業

交通インフラの整備 道路網の整備 道路網整備促進事業

圏域内市町の職員等の交流 職員育成・交流の推進 職員合同研修事業

松阪地域在宅医療・介護連携推進事業

地域情報の発信 地域情報の発信 行政情報番組放映事業

行政情報番組共同制作事業

地域の内外の住民との交流・移住促進 地域づくり団体の活性化 地域づくり団体サポート事業

移住・関係人口の増加（移住促進） 移住促進事業

交流人口の増加（観光戦略の広域化） 圏域観光連携事業
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共生ビジョンの政策分野 基本目標 方向

一次・二次救急医療施設の開
設・受入日数の維持

維持
→

365 日 365 日

備
考

共生ビジョンの政策分野 基本目標 方向

保健衛生業務研修会への圏域内
の保健師の参加率

増加
69.1 ％ 100 ％

備
考

共生ビジョンの政策分野 基本目標 方向

病児・病後児保育の登録者数
増加

314 人 500 人

備
考

共生ビジョンの政策分野 基本目標 方向

行方不明高齢者の早期保護・発
見率

増加
90 ％ 100 ％

備
考

共生ビジョンの政策分野 基本目標 方向

人権教育研修講座へ参加した小
中・高等学校の学校数

増加
58 校 60 校

備
考

共生ビジョンの政策分野 基本目標 方向

企業立地件数(延べ)
増加

0 件 12 件

備
考

共生ビジョンの政策分野 基本目標 方向

障がい者実雇用率
増加

1.76 ％ 2.3 ％

備
考

共生ビジョンの政策分野 基本目標 方向

地場産品の情報発信
増加

0
媒
体

2
媒
体

備
考

共生ビジョンの政策分野 基本目標 方向

圏域内の不法投棄件数
減少

183 件 100 件

備
考

共生ビジョンの政策分野 基本目標 方向

広域図上訓練の実施
維持
→

1 回 1 回

備
考

２．福祉
（２）高齢者福祉の充実

現状値 目標値

２．福祉
（１）児童福祉（子育て支援）の充実

１．医　療
（１）救急医療体制の推進 圏域における救急医療体制の確保のため、救急医療施設の開設

（受入れ）日数の維持を目標とする。

圏域内保健師の保健衛生能力の向上を図るため、圏域内（約70
人）の保健師の合同業務研修会の参加率を高めることを目標とす
る。

現状値 目標値

現状値 目標値

（2）連携項目に係る基本目標
定住自立圏形成協定に基づき推進する政策分野の連携項目に基本目標を設定しました。目標は令和6年度、現状値は平成30
年度終了時点を設定しています。また、各事業毎にKPIを設定し、進捗を管理することにより定住自立圏構想のPDCAサイ
クルの構築を図ります。

１．医　療
（２）健康づくり事業の充実

現状値 目標値

Ⅰ

生
活
機
能
の
強
化
に
係
る
政
策
分
野

病児・病後児保育の登録児童数を目標とする。平成30年に登録医
療施設が1施設から2施設に増えたため、登録者数の増加を目標と
する。

本人支援及び、家族の介護負担の軽減を図るため、行方不明高齢
者の早期保護・発見率の上昇（100％）を目標とする。

４．産業振興
（２）就労支援・雇用の促進

現状値 目標値

５．環境
（１）環境の保全

現状値 目標値

圏域内で不法投棄された件数の抑制を目標とする。

目標値

３．教育
（１）生涯学習活動・人権教育の推進

現状値 目標値

教員を対象とした人権教育研修講座の対象を高等学校まで広げ、
講座に参加した学校数の増加を目標とする。

現状値

圏域への企業立地件数の増加を目標とする。
(※令和2年より計算し、延べ12件の企業立地を目標とする。)

６．防災
（１）広域防災体制の整備

圏域内の事業所において毎年度コンスタントに障がい者が雇用さ
れることをめざし、法定雇用率の達成を目標とする。

現状値 目標値

現在生産・製造されている地場産品の振興を図るため、圏域産品
の情報発信を行う媒体の数の増加を目標とする。

４．産業振興
（１）企業間連携・誘致の推進

圏域の災害対応に加えて、支援・受援を考慮した図上訓練の継続
実施を目標とする。
（相互応援及び広域避難体制には県との連携が必要不可欠である
ことから、県との合同により図上訓練を原則として年1回実施す
る。）

４．産業振興
（３）地域資源を活用した地場産品の振興

現状値 目標値
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共生ビジョンの政策分野 基本目標 方向

圏域内でコミュニティ交通を利
用した人数

増加
13 人 100 人

備
考

共生ビジョンの政策分野 基本目標 方向

圏域内の県管理道路の改良率
増加

71 ％ 72 ％

備
考

共生ビジョンの政策分野 基本目標 方向

地域づくり団体交流団体数
増加

0
団
体

225
団
体

備
考

共生ビジョンの政策分野 基本目標 方向

移住者数
増加

21 人 45 人

備
考

共生ビジョンの政策分野 基本目標 方向

観光レクリエーション入込客数
増加

3,856,502 人 3,972,000 人

備
考

共生ビジョンの政策分野 基本目標 方向

交換番組・共同制作番組の放送
時間

維持
→

707 ｈ 710 ｈ

備
考

共生ビジョンの政策分野 基本目標 方向

職員交流研修への参加率
増加

81 ％ 90 ％

備
考

圏域内の観光レクリエーション入込客数の圏域の合計客数の増加
（3％）を目標とする。※入込客数が5,000人以下の施設もカウ
ント

１.圏域内市町の職員等の交流
（１）職員育成・交流の推進

現状値 目標値

目標値

4.地域情報の発信
（１）地域情報の発信 圏域住民への地域情報を発信するため、交換/共同制作番組の

CATVでの放送時間の維持を目標とする。（内容の充実を図って
いく）

現状値

客観的で幅広い視野を持ち、圏域全体をマネジメントできる能力
の向上のため、職員交流研修会の参加率の増加を目標とする。
（2年目のフィードバック研修を対象）

3.地域の内外の住民との交流・移住促進
（２）移住・関係人口の増加
　（移住促進）

現状値 目標値

圏域市町が地域づくり交流を目的に開催または参加募集等をして
行う催しや、意見交換・調整会議への団体参加数の増加を目標と
する。
(※令和2年より計算し、延べ225件団体の交流を目標とする。)

圏域内市町の施策を利用し、県外から圏域に移住した者の数の増
加を目標とする。

Ⅱ

結
び
つ
き
や
ネ
ッ

ト
ワ
ー

ク
の
強
化
に
係
る
政
策
分
野

Ⅲ

圏
域
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
能
力
の
強
化
に

係
る
政
策
分
野

安全安心に道路を使用するため、三重県公表値に基づく圏域内の
県管理道路の改良率の増加を目標とする。

現状値 目標値

3.地域の内外の住民との交流・移住促進
（１）地域づくり団体の活性化

現状値 目標値

2．交通インフラの整備
（１）道路網の整備

現状値 目標値

１．地域公共交通
（１）地域公共交通網の連携 町域をまたぎ、コミュニティ交通の路線を利用した人数の増加を

目標とする。

3.地域の内外の住民との交流・移住促進
（３）交流人口の増加
　（観光戦略の広域化）

現状値 目標値
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Ⅰ．生活機能の強化に係る政策分野
　１．医　療

（１） 救急医療体制の推進

具体的な連携事業

松阪市

多気町
明和町
大台町

松阪市

多気町

明和町

大台町

合　計

R3 R4 R5

備　　考
当圏域における１次救急医療体制の維持のために、休日夜間応急診療所を通年（365日）
受入することをKPIとする。

重 要 業 績 評 価
指 標 （ KPI ）

指　標 現状値（平成30年度） 目標値（令和6年度）

休日夜間応急診療所の開
設日数

365 日 365 日

事業費
（千円）

R2

事業効果
救急時に、圏域住民が混乱することなく適切かつ迅速に救急医療を受けることができ、圏
域住民が安心して生活できる社会が実現できる。

役
割
分
担

一次救急医療体制事業の維持・拡大充実に努め、公益社団法人松阪地区医師会をはじめと
した関係機関との連携及び協力関係を保つとともに、一次救急医療業務の管理運営に係る
費用について負担する。

一次救急医療体制事業の維持・拡大充実に努め、一次救急医療業務の管理運営に係る費用
について負担する。

R6 合　　計

事業名 一次救急医療体制事業

連携市町 松阪市、多気町、明和町、大台町

事業概要
休日及び夜間の松阪市休日夜間応急診療所の診療体制における医師・薬剤師の派遣調整、
年末年始の在宅当番医師や医師年間待機等の事務等を公益社団法人松阪地区医師会等へ委
託し、医療機関の診療時間外における一次救急診療体制を確保する。
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Ⅰ．生活機能の強化に係る政策分野
　１．医　療

（１） 救急医療体制の推進

具体的な連携事業

松阪市

多気町
明和町
大台町

松阪市

多気町

明和町

大台町

合　計

R3 R4 R5

備　　考
当圏域における１次救急医療体制の維持のために、休日夜間応急診療所を通年（365日）
受入することをKPIとする。

重 要 業 績 評 価
指 標 （ KPI ）

指　標 現状値（平成30年度） 目標値（令和6年度）

休日夜間応急診療所の開
設日数

365 日 365 日

事業費
（千円）

R2

事業効果
救急時に、圏域住民が混乱することなく適切かつ迅速に救急医療を受けることができ、圏
域住民が安心して生活できる社会が実現できる。

役
割
分
担

松阪市休日夜間応急診療所における一次救急医療業務の管理運営に係る経費について負担
する。

松阪市休日夜間応急診療所における一次救急医療業務の管理運営について、円滑な運営が
実施できるように関係機関と連携を図る。

R6 合　　計

事業名 休日夜間応急診療所管理運営事業

連携市町 松阪市、多気町、明和町、大台町

事業概要
救急医療体制の充実を図ることを目的とし、初期救急施設として毎日の夜間及び日曜日・
祝日・年末年始の昼間に松阪市休日夜間応急診療所を開設するための管理運営、救急医療
の適正利用等に対する啓発を行う。
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Ⅰ．生活機能の強化に係る政策分野
　１．医　療

（１） 救急医療体制の推進

具体的な連携事業

松阪市

多気町
明和町
大台町

松阪市

多気町

明和町

大台町

合　計

事業名 病院群輪番制病院運営費補助金事業

連携市町 松阪市、多気町、明和町、大台町

事業概要
松阪市内の３総合病院（松阪市民病院、松阪中央総合病院、済生会松阪総合病院）が、休
日及び夜間において共同連帯して輪番制方式により実施する二次救急病院の運営費補助を
行う。

重 要 業 績 評 価
指 標 （ KPI ）

指　標 現状値（平成30年度） 目標値（令和6年度）

輪番病院の受入日数 365日 365日

事業効果
救急時に、圏域住民が混乱することなく適切かつ迅速に救急医療を受けることができ、圏
域住民が安心して生活できる社会が実現できる。

役
割
分
担

松阪市内の３総合病院（松阪市民病院、松阪中央総合病院、済生会松阪総合病院）におけ
る二次救急医療体制運営事業の実施に対する経費を負担する。

松阪市内の３総合病院（松阪市民病院、松阪中央総合病院、済生会松阪総合病院）におけ
る二次救急医療体制運営事業の実施に対する経費を負担する。

合　　計R2 R3 R4 R5

備　　考
当圏域における２次救急医療体制の維持のために、市内3病院による輪番病院を通年
（365日）受入することをKPIとする。

事業費
（千円）

R6
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Ⅰ．生活機能の強化に係る政策分野
　１．医　療

（１） 救急医療体制の推進

具体的な連携事業

松阪市

多気町
明和町
大台町

松阪市

多気町

明和町

大台町

合　計

R3 R4 R5

備　　考
当圏域における小児急医療体制の維持のために、小児救急病院受入日数を通年（365日）
受入することをKPIとする。

重 要 業 績 評 価
指 標 （ KPI ）

指　標 現状値（平成30年度） 目標値（令和6年度）

小児救急病院の受入日数 365日 365 日

事業費
（千円）

R2

事業効果
小児科患者の急病時に、圏域住民が混乱することなく適切かつ迅速に救急医療を受けるこ
とができ、圏域住民が安心して生活できる社会が実現できる。

役
割
分
担

松阪中央総合病院における小児救急医療の二次体制運営事業の実施に対する経費を負担す
る。

松阪中央総合病院における小児救急医療の二次体制運営事業の実施に対する経費を負担す
る。

R6 合　　計

事業名 小児救急輪番制運営事業補助金事業

連携市町 松阪市、多気町、明和町、大台町

事業概要 休日及び夜間における小児救急医療の二次体制運営事業の実施に対して補助を行う。
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Ⅰ．生活機能の強化に係る政策分野
　１．医　療

（２） 健康づくり事業の充実

具体的な連携事業

松阪市

多気町
明和町
大台町

松阪市

多気町

明和町

大台町

合　計

2回

R5

備　　考
圏域内保健師の保健衛生能力の向上を図るため、保健師の合同業務研修会の開催数を増や
すことをKPIとする。

重 要 業 績 評 価
指 標 （ KPI ）

指　標 現状値（平成30年度） 目標値（令和6年度）

圏域市町の保健衛生業務
担当者会議の開催数

3回以上

事業費
（千円）

R6 合　　計

事業名 保健衛生業務推進事業

連携市町 松阪市、多気町、明和町、大台町

事業概要

圏域市町間の情報交換や連絡調整を図るための担当者会議を開催し、各種事業で事務内容
等の統一が必要なものについて、関係機関と連絡調整を行う。また、保健衛生業務に従事
する職員のための研修会を開催する。

事業効果
圏域内における質の高い保健サービスが圏域住民に提供できるとともに、事務の効率化が
図れる。

役
割
分
担

保健衛生業務の円滑な推進を図り、近隣町と連携し事業を実施する。

保健衛生業務の円滑な推進を図り、圏域市町と連携し事業を実施する。

R2 R3 R4
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Ⅰ．生活機能の強化に係る政策分野
　２．福　祉

（１） 児童福祉（子育て支援）の充実

具体的な連携事業

松阪市

多気町
明和町
大台町

松阪市

多気町

明和町

大台町

合　計

事業名 病児・病後児保育運営委託事業

重 要 業 績 評 価
指 標 （ KPI ）

指　標 現状値（平成30年度） 目標値（令和6年度）

参加機関数 2施設 2 施設

利用者数 487人 700人

連携市町 松阪市、多気町、明和町、大台町

事業概要

　松阪市が平成19年5月1日より委託事業として実施している病児・病後児保育事業につ
いて、圏域住民が利用できるよう事業拡大を図り、圏域内で安心して子育てができる環境
を整備し、児童の福祉向上を図る。
　平成３０年度から委託施設を増やし、現在、松阪市内の小児科二か所で実施している。

事業効果
病児・病後児保育事業を実施していない多気町・明和町・大台町住民も松阪市の実施する
同事業の利用が可能となり、圏域内での福祉の向上が図れる。

役
割
分
担

病児・病後児保育の利用に関する事務を行い、実施機関との委託契約及び支払いに関する
事務を行う。

病児・病後児保育の利用に関する事務を行い、事業実施に要する経費を負担割合に応じて
負担する。

R6 合　　計R2 R3 R4 R5

備　　考
　松阪市の事業費については、委託施設への委託額、需用費（印刷製本費）の合計から３
町の負担金分（平成３０年度実績からの試算）を差し引いた額。
　他に歳入として、国（子ども・子育て支援交付金）、県（地域子ども・子育て支援事業

事業費
（千円）
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Ⅰ．生活機能の強化に係る政策分野
　２．福　祉

（２） 高齢者福祉の充実

具体的な連携事業

松阪市

多気町
明和町
大台町

松阪市

多気町

明和町

大台町

合　計

事業名 「徘徊ＳＯＳネットワークまつさか」広域化事業

連携市町

重 要 業 績 評 価
指 標 （ KPI ）

指　標 現状値（平成30年度） 目標値（令和6年度）

事前登録者数 294人 550 人

SOSメール配信登録件
数

1,281件 1,400件

松阪市、多気町、明和町、大台町

事業概要
認知症等による高齢者の行方不明時における緊急のメール配信（メールシステム）を圏域
市町で共有実施し、広域的なネットワークを構築する。また、早期発見のため、事前登録
者に配布する反射材シールも圏域市町で共通化する。

事業効果
多くの自治体において、認知症等による行方不明者が他市町で発見される報告例がみられ
る。このような事態に備え、認知症等による行方不明者があった場合においても、広域的
な対応ができることで、早期発見や保護につながる可能性が高まる。

役
割
分
担

この制度を広く圏域内に周知を図るとともに、認知症等により行方不明となる恐れのある
高齢者の事前受付及び登録を行い、圏域住民や警察からの依頼による行方不明時の緊急
メールを配信する。また、事業に係るシステム管理等の事務を行う。

この制度を広く圏域内に周知を図るとともに、徘徊する恐れのある高齢者の事前受付及び
登録を行い、圏域住民や警察からの依頼による徘徊時の緊急メールを配信する。

R6 合　　計R2 R3 R4 R5

備　　考

事業費
（千円）

20



Ⅰ．生活機能の強化に係る政策分野
　２．福　祉

（２） 高齢者福祉の充実

具体的な連携事業

松阪市

多気町
明和町
大台町

松阪市

多気町

明和町

大台町

合　計

事業名 松阪地域在宅医療・介護連携推進事業

連携市町 松阪市、多気町、明和町、大台町

事業概要

少子高齢化の時代背景を受けて、医療依存度の高い人や、人生の最期を在宅で迎える人の
ために、在宅で医療や介護を受けながら療養するための整備が必要であることから、在宅
医療介護連携推進事業（地域支援事業）の内、以下の５事業を松阪地区医師会に委託して
行政と協働して実施する。
１.在宅医療介護関係者のための相談支援、2.医療介護資源の把握、3.切れ目ない在宅医療
介護の提供体制、4.医療介護関係者の情報共有支援、5.多職種勉強会等

事業効果
地理的に広大で、過疎地等により不足している医療介護資源の課題を広域化の中で協力
し、医療・介護・福祉等に関する多職種が連携して在宅医療・介護の提供体制を構築でき
る。

役
割
分
担

松阪地域在宅医療・介護連携拠点を圏域内の医療と介護関係者に周知を図るとともに、多
職種勉強会への参加や医療介護資源把握のため協力を促す。
松阪地域在宅医療・介護連携拠点の事務局を松阪地区医師会館内に設置する。

松阪地域在宅医療・介護連携拠点を広く圏域内の特に医療と介護関係者に周知を図るとと
もに、多職種勉強会への参加や医療介護資源把握のため協力を促す。

事業費
（千円）

R2 R3 R4 R5 合　　計R6

備　　考
多職種勉強会については、平成３０年度３１５人の参加実績。会場の広さ等も踏まえ年間
３００人程度の参加者が見込まれる。（参加者満足度は参加者へのアンケート調査によ
る）

重 要 業 績 評 価
指 標 （ KPI ）

指　標 現状値（平成30年度） 目標値（令和6年度）

情報共有システムの使用
登録者数

３８１人 ６００人

多職種勉強会の参加者満
足度

93% 95%
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Ⅰ．生活機能の強化に係る政策分野
　２．福　祉

（２） 高齢者福祉の充実

具体的な連携事業

松阪市

多気町
明和町
大台町

松阪市

多気町

明和町

大台町

合　計

R3 R4 R5

備　　考

重 要 業 績 評 価
指 標 （ KPI ）

指　標 現状値（平成30年度） 目標値（令和6年度）

審査件数 10,142件 12,426件

事業費
（千円）

R2

事業効果

圏域住民を対象として要介護認定審査会を効率的に実施することにより、公平公正に平準
化して審査・判定され、適正な介護保険サービスにつながり、住みなれた地域で安心して
暮らすことができる。
また、介護認定審査会事務の効率化が図れる。

役
割
分
担

松阪市介護認定審査会を設置・運営し、審査会に関する事務を行い、審査会に要する経費
を負担割合に応じて負担する。

松阪市介護認定審査会に要する経費を負担割合に応じて負担し、併せて審査会事務と介護
認定審査会への運営協力を行う。

R6 合　　計

事業名 介護認定審査会運営事業

連携市町 松阪市、多気町、明和町、大台町

事業概要
介護保険法に定める要支援・要介護認定の審査、判定の公平性及び効率性を確保するため
に、圏域住民を対象として介護認定審査会を実施する。
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Ⅰ．生活機能の強化に係る政策分野
　３．教育

（１） 生涯学習活動・人権教育の推進

具体的な連携事業

松阪市

多気町
明和町
大台町

松阪市

多気町

明和町

大台町

合　計

事業名 人権推進事業

連携市町 松阪市、多気町、明和町、大台町

事業概要
様々な人権課題に対して正しい知識を身につけ、課題を解決する力を養うため、圏域市町
が連携して研修会等を開催するとともに、圏域内のネットワークを活用して、人権教育に
関する情報の共有化を図る。

事業費
（千円）

R2 R3 R4 R5

事業効果
圏域市町の教職員が合同で研修会等を開催し、連携を図ることで、お互いが学びあうこと
による教育実践力の向上につなげることができる。

役
割
分
担

研修会等を開催し、教職員の交流及び能力の向上を図る。事業主催の中心的な役割を担
う。

研修会等を開催し、教職員の交流及び能力の向上を図る。市と連携して連絡調整を行う。

R6 合　　計

備　　考
母数（圏域内の教育機関数）は76校
（参加者満足度は参加者へのアンケート調査による）

重 要 業 績 評 価
指 標 （ KPI ）

指　標 現状値（平成30年度） 目標値（令和6年度）

人権教育研修講座参加者
の満足度

92 ％ 95 ％
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Ⅰ．生活機能の強化に係る政策分野
　４．産業振興

（１） 企業間連携・誘致の推進

具体的な連携事業

松阪市

多気町
明和町
大台町

松阪市

多気町

明和町

大台町

合　計

事業名 松阪地域製造業者交流セミナー開催事業

重 要 業 績 評 価
指 標 （ KPI ）

指　標 現状値（平成30年度） 目標値（令和6年度）

来場者数 65人 70 人

連携市町 松阪市、多気町、明和町、大台町

事業概要
圏域および周辺の企業経営者等を対象に松阪市内においてセミナーを開催し、人材育成や
企業間のビジネスマッチングに繋げる。

事業効果
多くの企業との交流が図られることにより、設備投資等の企業動向の情報を得ることが期
待され、企業誘致に繋がる可能性がある。また、企業間の新たなビジネスマッチングの創
出も期待され、新製品開発や販路拡大等の事業拡大の可能性がある。

役
割
分
担

企画・立案を行い、近隣町と意見調整を図り、事業を実施する。

圏域市町と意見調整を図り、事業へ協力する。

R6 合　　計R2 R3 R4 R5

備　　考 三重県地域経済牽引事業促進協議会松阪地域部会（大紀町含）が実施する事業である。

事業費
（千円）
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Ⅰ．生活機能の強化に係る政策分野
　４．産業振興

（１） 企業間連携・誘致の推進

具体的な連携事業

松阪市

多気町
明和町
大台町

松阪市

多気町

明和町

大台町

合　計

事業名 産業経済人交流事業

重 要 業 績 評 価
指 標 （ KPI ）

指　標 現状値（令和元年度） 目標値（令和6年度）

参加者満足度 80.0% 90%以上

開催回数 3回 3 回

連携市町 松阪市、多気町、明和町、大台町

事業概要
首都圏、関西圏及び中京圏の企業関係者等を対象に交流会を開催し、本圏域への企業誘致
に取り組む。

事業効果
多くの企業との交流が図られることにより、設備投資等の企業動向の情報を得ることが期
待され、企業誘致に繋がる可能性がある。また、企業間の新たなビジネスマッチングの創
出も期待され、新製品開発や販路拡大等の事業拡大の可能性がある。

役
割
分
担

企画・立案を行い、近隣町と意見調整を図り、事業を実施する。

圏域市町と意見調整を図り、事業へ協力する。

R6 合　　計R2 R3 R4 R5

備　　考

・参加者満足度については、直近3年間の満足度の平均値が91％ではあるが70％台の年
もあり、バラツキがあることから、本目標値を設定し推移を計る。
・開催回数については、首都圏、関西圏、中部圏での交流会を計3回開催することで、費
用対効果に見合った事業が行うことができると考えため、3回を維持していくことをKPIと
する。

事業費
（千円）
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Ⅰ．生活機能の強化に係る政策分野
　４．産業振興

（２） 就労支援・雇用の促進

具体的な連携事業

松阪市

多気町
明和町
大台町

松阪市

多気町

明和町

大台町

合　計

事業名 障がい者雇用促進事業

連携市町

重 要 業 績 評 価
指 標 （ KPI ）

指　標 現状値（平成30年度） 目標値（令和6年度）

障がい者就職面接会の開
催回数（年間）

1回 1回以上

上記面接会での障がい者
就職者数の増加

12人（単年度実績） 60人以上（延べ）

松阪市、多気町、明和町、大台町

事業概要
圏域内の事業所及び住民に対して障がい者雇用の気運を醸成するとともに,障がい者の職業
的自立を促進するため、ハローワーク松阪などの関係機関及び団体と連携の上、障がい者
就職面接会を開催するなど、障がい者雇用を促進するための事業を展開する。

事業効果
圏域内の事業所及び住民に対する障がい者雇用についての理解が深まるとともに、圏域内
の事業所にて障がい者の雇用の増加が見込まれる。

役
割
分
担

企画・立案を行い、連携町、関係機関及び団体と調整の上で、事業を実施する。

連携市町、関係機関及び団体と調整の上で、事業の実施に協力する。

R6 合　　計R2 R3 R4 R5

備　　考

松阪地域雇用対策協議会（圏域内の市町、商工団体で構成）で実施する事業である。
面接会を年間一回開催を維持し、5年間合計で60人以上を目標とする。
事業費は、構成市町の負担金であり、このほか松阪商工会議所360千円、5商工会25千円
となっている。

事業費
（千円）
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Ⅰ．生活機能の強化に係る政策分野
　４．産業振興

（３） 地域資源を活用した地場産品の振興

具体的な連携事業

松阪市

多気町
明和町
大台町

松阪市

多気町

明和町

大台町

合　計

地場産品の情報発信件数

指　標 現状値（平成30年度） 目標値（令和6年度）

0品目 30品目

備　　考
観光施策と連携し、特産品の魅力をPRするとともに、地域産業の振興につながる事業を進
めていく。

事業費
（千円）

重 要 業 績 評 価
指 標 （ KPI ）

R6 合　　計R2 R3 R4 R5

事業効果
圏域内の市町単独での取り組みだけでなく、圏域内市町のスケールメリットを生かした取
組により、一層の地場産品の振興が図れる。

役
割
分
担

地域資源を活かした地場産品の振興を図り、関係機関との連携・協力体制を構築し、販
売・PRを行う。

地域資源を活かした地場産品の振興を図り、関係機関との連携・協力体制を構築し、販
売・PRを行う。

事業名 地場産品振興事業

連携市町 松阪市、多気町、明和町、大台町

事業概要
圏域内の観光案内や物産販売等を目的とする拠点施設において、農産物加工品等の販売や
ＰＲを推進するとともに、圏域内のイベント会場での共同販売、圏域内の関係団体との交
流などについて、圏域全体で連携して取り組む。
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Ⅰ．生活機能の強化に係る政策分野
　５．環境

（１） 環境の保全

具体的な連携事業

松阪市

多気町
明和町
大台町

松阪市

多気町

明和町

大台町

合　計

事業名 不法投棄防止監視パトロール事業

重 要 業 績 評 価
指 標 （ KPI ）

指　標 現状値（平成30年度） 目標値（令和6年度）

　各市町が市町の境界付
近の不法投棄パトロール

0 回 3回以上

連携市町 松阪市、多気町、明和町、大台町

事業概要
圏域市町で実施している不法投棄防止監視パトロール業務の連携を図り、地域住民等の協
力を得て不法投棄防止啓発を推進する。また、関係機関と連携し、不法投棄事案に対応す
る。

事業効果
不法投棄防止監視パトロールを実施し、広報誌等で啓発を行うことで、圏域住民の意識向
上が図られることが期待できる。

役
割
分
担

不法投棄防止監視パトロール業務を近隣町及び関係団体と連携して実施するとともに、広
報誌等により啓発活動を行う。また、関係機関と不法投棄に関する情報の共有を図り、効
果的な対策を講じる。

不法投棄防止監視パトロール業務を圏域市町及び関係団体と連携して実施するとともに、
広報誌等により啓発活動を行う。また、関係機関と不法投棄に関する情報の共有を図り、
効果的な対策を講じる。

R6 合　　計R2 R3 R4 R5

備　　考

事業費
（千円）
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Ⅰ．生活機能の強化に係る政策分野
　６．防災

（１） 広域防災体制の整備

具体的な連携事業

松阪市

多気町
明和町
大台町

松阪市

多気町

明和町

大台町

合　計

事業名 広域防災体制整備事業

重 要 業 績 評 価
指 標 （ KPI ）

指　標 現状値（平成30年度） 目標値（令和6年度）

関係市町による調整会議
開催回数

３ 回 5 回

関係市町による通信訓練
回数

１回 2 回

連携市町 松阪市、多気町、明和町、大台町

事業概要
大規模災害に備え、相互応援体制を確立するとともに、広域的な避難体制の整備に取り組
む。また、災害時における正確かつ迅速な情報共有及び提供の体制整備に取り組む。

事業効果
相互応援体制・広域避難体制の整備を事前に調整することにより、発災時においての迅速
な対応が可能となり、圏域住民の安全・安心の一助となる。

役
割
分
担

防災に関する情報収集及び提供を行い、相互応援体制の調整を行う。また、実効性のある
体制を作るため、図上訓練などを実施し、検証を行う。

防災に関する情報収集及び提供を行い、相互応援体制の調整を行う。また、実効性のある
体制を作るため、図上訓練などを実施し、検証を行う。

R6 合　　計R2 R3 R4 R5

備　　考

事業費
（千円）
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Ⅱ．結びつきやネットワークの強化に係る政策分野
　１．地域公共交通

（１） 地域公共交通網の連携

具体的な連携事業

松阪市

多気町
明和町
大台町

松阪市

多気町

明和町

大台町

合　計

事業効果 将来にわたって持続可能な公共交通網の運営

事業名 地域公共交通網形成促進事業

連携市町 松阪市、多気町、明和町、大台町

事業概要
近隣市町と連携して、公共交通の連結や乗り入れにより公共交通の利便性を高める。ま
た、地域間幹線バスの利便性向上施策を実施することなど、圏域内の移動手段の維持に努
める取組を行う。

役
割
分
担

圏域市町が連携して取り組むための調整を行い、広域的な視点で圏域市町の地域公共交通
網の形成を行う。

広域的な視点で圏域市町の地域公共交通網の形成を行う。

R6 合　　計R2 R3 R4 R5

備　　考

事業費
（千円）

重 要 業 績 評 価
指 標 （ KPI ）

指　標 現状値（平成30年度） 目標値（令和6年度）

各市町外にある停留所数 4カ所 5カ所以上

各市町外での連結数 １ ２以上
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Ⅱ．結びつきやネットワークの強化に係る政策分野
　２．交通インフラの整備

（２） 道路網の整備

具体的な連携事業

松阪市

多気町
明和町
大台町

松阪市

多気町

明和町

大台町

合　計

事業名 道路網整備促進事業

連携市町 松阪市、多気町、明和町、大台町

事業概要
物流の円滑化、圏域住民の利便性の向上などを図るため、国土交通省、三重県など関係機
関が実施する道路整備事業について、圏域市町が連携し、広域的な視点で整備促進に関す
る取組を行う。

事業費
（千円）

R2 R3 R4 R5

事業効果

道路網が整備され交通環境が改善されると、人流・物流の円滑化、圏域住民の利便性が向
上し、産業・経済・文化の広域的な発展が期待できる。
さらに、緊急輸送道路が確立することで、地震等災害による地域の孤立が防止され、救
助・救援活動や生活の復興支援、また医療施設への移動時間の短縮により、圏域住民の安
全・安心の確保が図れる。

役
割
分
担

国道及び県道など幹線道路の整備促進に繋がる会議の開催や要望活動について、圏域市町
が連携して取り組むための調整を行い、幹線道路へのアクセスを図るため、広域的な視点
で圏域市町が管理する生活道路の整備を連携して行う。

国道及び県道など幹線道路の整備促進に繋がる取組や、幹線道路へのアクセスを図るた
め、広域的な視点で圏域市町が管理する生活道路の整備を連携して行う。

R6 合　　計

備　　考
（※）…国道166号、368号、422号の要望活動回数

重 要 業 績 評 価
指 標 （ KPI ）

指　標 現状値（平成30年度） 目標値（令和6年度）

県管理道路の整備に関す
る要望活動回数（※）

5回 ６回
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Ⅱ．結びつきやネットワークの強化に係る政策分野
　３．地域内外の住民との交流・移住促進

（１） 地域づくり団体の活性化

具体的な連携事業

松阪市

多気町
明和町
大台町

松阪市

多気町

明和町

大台町

合　計

事業名 地域づくり団体サポート事業

連携市町 松阪市、多気町、明和町、大台町

事業概要
圏域市町の地域づくりに取り組む団体でネットワークを構築し、互いに交流を図り、情報共有・情
報発信を行い、「圏域内の地域を元気に」をスローガンとして、交流会等を開催する。

事業効果 地域づくり団体が連携することで活動の幅が拡がり、地域が元気になる。

役
割
分
担

地域づくり団体サポート事業を委託された指定管理者と連携し、地域づくり団体をサポートする。
また、イベントの情報提供及び発信を行う。

圏域市町と意識調整を図り、事業へ協力することで、地域づくり団体をサポートする。また、イベン
トの情報提供及び発信を行う。

R6 合　　計R2 R3 R4 R5

備　　考

事業費
（千円）

指　標

重 要 業 績 評 価
指 標 （ KPI ）

圏域市町の地域づくり団
体の交流回数

圏域市町での意見交換・
調整会議の開催数

現状値（平成30年度） 目標値（令和6年度）

0回

0回

10回以上（延べ）

10回以上（延べ）
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Ⅱ．結びつきやネットワークの強化に係る政策分野
　３．地域内外の住民との交流・移住促進

（２） 移住・関係人口の増加（移住促進）

具体的な連携事業

松阪市

多気町
明和町
大台町

松阪市

多気町

明和町

大台町

合　計

事業名 移住促進事業

連携市町 松阪市、多気町、明和町、大台町

事業概要

移住促進に関する取組みを圏域市町で連携し、互いに情報共有及び情報発信等を行う。ま
た、関東圏、中京圏、関西圏の子育て世代を対象に交流会を共同で実施する等、関係人口
の増加を図るとともに、当圏域への移住促進に取り組む。

事業費
（千円）

R2 R3 R4 R5

事業効果

広域で取り組むことにより、圏域市町の情報発信の機会等が増加するとともに、移住希望
者にとっても移住先の情報及び選択肢が増える。移住後も広域でのサポートが可能となる
ことで、移住者の定住につながる。

役
割
分
担

企画・立案を行い、連携町と意見調整を図り、事業を実施する。

企画・立案を行い、連携市町と意見調整を図り、事業を実施する。

R6 合　　計

備　　考

重 要 業 績 評 価
指 標 （ KPI ）

指　標 現状値（平成30年度） 目標値（令和6年度）

情報交換回数 0回 2回/年

移住イベント等連携回数 0回 3回/年

33



Ⅱ．結びつきやネットワークの強化に係る政策分野
　３．地域内外の住民との交流・移住促進

（３） 交流人口の増加（観光戦略の広域化）

具体的な連携事業

松阪市

多気町
明和町
大台町

松阪市

多気町

明和町

大台町

合　計

事業名 圏域観光連携事業

連携市町 松阪市、多気町、明和町、大台町

事業概要
松阪市・多気町・明和町・大台町の行政、観光協会、経済団体の14団体が、松阪・多気・
明和・大台圏域観光連携事業推進協議会を組織し、観光情報の発信、プロモーション、研
修等の事業に連携し取り組む。

事業効果
広域連携を図り、スケールメリットを活かした観光事業を行うことにより、圏域内の交流
人口を増加し、ひいては地域の魅力の向上と地域の活性化へと結びつける。

役
割
分
担

観光連携事業の企画・立案を行い、圏域内の観光情報を集約するとともに、圏域の魅力を
広く発信する。

圏域観光情報を共有し、連携して情報発信に取り組む。

R6 合　　計R2 R3 R4 R5

備　　考

事業費
（千円）

重 要 業 績 評 価
指 標 （ KPI ）

指　標 現状値(令和2年度） 目標値（令和6年度）

独自観光情報誌の発行部
数（累計数）

累計0部 累計200,000部
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Ⅱ．結びつきやネットワークの強化に係る政策分野
　４．地域情報の発信

（１） 地域情報の発信

具体的な連携事業

松阪市

多気町
明和町
大台町

松阪市

多気町

明和町

大台町

合　計

事業名 行政情報番組放映事業

重 要 業 績 評 価
指 標 （ KPI ）

指　標 現状値（平成30年度） 目標値（令和6年度）

交換番組本数 25本 30 本

連携市町 松阪市、多気町、明和町、大台町

事業概要
圏域市町が独自に制作した暮らし・観光・歴史などの様々な分野における番組を、各行政
チャンネルで放送する。

事業効果 圏域住民の情報共有と情報交流の推進につなげることができる。

役
割
分
担

番組を制作し、積極的に放送する。また、番組放送について情報交換を行い、相互放送に
向けて調整する。

番組を制作し、積極的に放送する。また、番組放送について情報交換を行い、相互放送に
向けて調整する。

R6 合　　計R2 R3 R4 R5

備　　考
統一したテーマの共同制作は年間1本は残しつつも、各市町が広域にPRしたいことや特色
ある取り組みを紹介する交換番組にウェイトを置き、圏域の情報交流を図る。

事業費
（千円）
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Ⅱ．結びつきやネットワークの強化に係る政策分野
　４．地域情報の発信

（１） 地域情報の発信

具体的な連携事業

松阪市

多気町
明和町
大台町

松阪市

多気町

明和町

大台町

合　計

事業名 行政情報番組共同制作事業

重 要 業 績 評 価
指 標 （ KPI ）

指　標 現状値（平成30年度） 目標値（令和6年度）

共同制作番組本数 2本 1本

連携市町 松阪市、多気町、明和町、大台町

事業概要 圏域市町で共有するテーマに基づいて、番組を共同制作し放送する。

事業効果 圏域住民の情報共有と情報交流の推進につなげることができる。

役
割
分
担

共有するテーマに基づき、圏域住民にとって有益な情報番組を共同で制作し放送する。

共有するテーマに基づき、圏域住民にとって有益な情報番組を共同で制作し放送する。

R6 合　　計R2 R3 R4 R5

備　　考
統一したテーマの共同制作は年間1本は残しつつも、各市町が広域にPRしたいことや特色
ある取り組みを紹介する交換番組にウェイトを置き、圏域の情報交流を図る。

事業費
（千円）

36



Ⅲ．圏域マネジメント能力の強化に係る政策分野
　１．圏域内市町の職員等の交流

（１） 職員育成・交流の推進

具体的な連携事業

松阪市

多気町
明和町
大台町

松阪市

多気町

明和町

大台町

合　計

備　　考

重 要 業 績 評 価
指 標 （ KPI ）

指　標 現状値（平成30年度） 目標値（令和6年度）

職員研修開催回数 1回 １ 回

研修における職員の理解
度

94% 95%

 各市町それぞれ対象者は、事務職及び技術職、保健師等（幼保職、労務職等は除く）。

R6 合　　計

事業効果

若手職員については、同年代の職員との交流を通じて圏域全体を見渡せる客観的で幅広い
視野を持ち、圏域全体をマネジメントできる能力の向上が期待できる。また、研修を通じ
て圏域自治体職員同士の交流が図られ、情報交換などを行うことより、業務に対する課題
解決、仕事に打ち込む姿勢など、同職員としての意識改革や能力の向上が期待できる。

役
割
分
担

職員研修を実施し、近隣町の職員に対して当該研修への参加の機会を提供するとともに、
職員の交流と能力向上を図る。

職員研修を実施し、圏域市町の職員に対して当該研修への参加の機会を提供するととも
に、職員の交流と能力向上を図る。

事業費
（千円）

R2 R3 R4 R5

事業名 職員合同研修事業

連携市町 松阪市、多気町、明和町、大台町

事業概要
圏域市町において実施している各種職員研修について、職員に参加の機会を提供し、合同
で職員研修を実施する。
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